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ずい道等建設工事においては、粉じん障害防止に関する関係者の取組みや、施工技

術ゃ換気技術の進歩などにより、じん肺の新規有所見者の発生数が大幅に減少してき

ています。

しかしながら、ずい道等建設工事を行う作業場において、近年の技術進歩や作業方

法の変化により、粉じんの発生量が増加し、従来の粉じん発生源対策を講じてもなお

一定の粉じんが発生する場合がみられるようになってきています。

厚生労働省では、このようなことからずい道等建設工事における粉じん障害防止対

策を強化するものとして、平成 19年 12月 に粉じん障害防止規則の改正 (平成20年

3月 1日 施行)を行い、換気装置による換気の実施、空気中の粉じん濃度の測定、電

動ファン付き呼吸用保護具の使用、発破終了後の措置等について義務付けを行ったと

ころです。これに伴い、平成 12年に策定しました「ずい道等建設工事における粉じ

ん対策に関するガイドライン」を改正し、その内容の充実を図りました6

じん肺新規有所見者数 じん肺新規有所見者発生率伴成10年～平成1鉾 )
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第 11次労働災害防止計画の策定   ‐

(平成 20年 3月 )

※効果的な換気の実施、粉じん濃度沢1定と測 ‐  ■ ‐

定結果に基づく必要な措置の実施、電動 |  |
フアン付き呼吸用保護具の使用、適切

`琴

   | 1近 年の技術進歩や
破退避時間の確保等の対策の徹底

‐―    | 1作 業方法の変化に
‐   ‐ ■■

‐
より、粉じんの発

第 7次粉じん障害防止総合対策の策定   | 1生 量力鼈カロ

(平成 20年 3月 )

※ずい道等建設工事における粉じん障害防止 |  ■        ■■ |

■対策の重点的推進

ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイ ドラインの改定

※粉じん対策に係る計画の策定

※ 粉じんの発散を防止するための対策の実施

※換気装置等による換気の実施等

※換気の実施等の効果を確認するための粉じん濃度等の測定

※粉じん濃度目標レベルの設定

※ 坑内の作業に従事する労働者による防じんマスク等 (特定の作業の場合は電動

フアン付き呼吸用保護具に限る)の常時の使用

※坑内の作業に従事する労働者に対する防じんマスク等の適正な着用のための教育

等

元方事業者及び関係請負人による粉じん対策の充実
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ずい道等建設工事における粉じん対策に係る計画の策定

贔

粉|じ|ん濃度の1低減化|の|た|めの1対策の実施
ξ・ =‐

‐・~==~―,年一__●_……‐― ―‐

粉じん発生源に係る措置

(湿式型の機械装置の設置、土

石を湿潤な状態に保つための

設備の設置、粉 じん抑制剤の

使用等)

換気装置による換気の実施、集

じん装置による集 じんの実施及

び換気装置等の管理

:  粉じん濃度の測定結果に基づく措置 (記録等の実施、作業環境改善)
〓
曇

鷲:可1?『 1議マ

換気の実施等の効果を確認

するための粉じん濃度等の

測定

粉じん濃度

目標レベル

粉じん濃度の測定結果

の評価
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ずい道等建設工事を実施しようとするときには、事前に、粉じん対策に係る計画を

策定します。

粉じんの発散を抑制するための粉じん発生源に係る措置、換気装置等による換気の

実施、換気の実施等の効果を確認するための粉じん濃度等の沢1定、防じんマスクなど

の有効な呼吸用保護具の使用、労働衛生教育の実施などを計画に盛り込むことが必要

です。

一卜

■

■

‐
‐
‐‐‐
‐‐
、

-5-



肇
………………………………………………………………………‐‐‐‐‐‐■‐‐|■|‐■■‐

辣鯰作馘

(1)発破による掘削作業

せん孔作業においては湿式型のさく岩機

を使用 します。

なお、発破終了後の措置については、事

業者において、粉じんが適当に薄まるため

に必要な時間をあらかじめ試算し、その設

定時間の適否について、初期の実際の発破

作業後に、粉じん濃度を測定し確認します。

また、測定の結果も記録します。

(2)機械による掘削作業

湿式型の機械装置又は土石若しくは岩石

を湿潤な状態に保つための設備を設置しま

す。

L 警笏穫耗、惨診運蜆等作難

土石又は岩石を湿潤な状態に保つための設

備を設置します。

S 圃ックボル ト瘍沃彎:す及びコンタ管―卜痒

瘍眩輔け作銹

(1)せん孔作業

湿式型のさく岩機を使用します。

(2)コ ンクリート等の吹付け作業

湿式型の吹付け機械装置を使用し、必要

に応じて粉じん抑制剤などを使用します。

4 は瘍餘

たい積粉じんを定期的に清掃します。

また、走行路の散水、走行路の仮舗装、走

行速度の抑制、運搬機械の排出ガスの黒煙を

浄化する装置の装着などに努めます。

メ

鷹

濃

也

痣
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1 換気襲飩鍾毅膠な気瘍魏雄

換気装置は、ずい道等の規模、施工方法、施工条件などを考慮した上で、坑内の

空気を強制的に換気するのに最も適した換気方法のものを選定することが重要です。

なお、換気方法の選定に当たっては、発生した粉じんの効果的な排出・希釈及び

坑内全域における粉じん濃度の低減に配慮することが必要であり、送気式換気装置、

局所換気ファンを有する排気式換気装置、送・排気併用式換気装置、送・排気組合

せ式換気装置などの換気装置が望まれます。

送気口及び吸気回は、有効な換気を行うのに適正な位置に設け、ずい道等建設工

事の進捗に応じて、速やかに風管の延長を行います。

L 饒録売装置 :こ な膠窯移又瘍入斃

必要に応じて、集じん装置による集じんを行います。

● 橙気襲孟など鸞鬱理

換気装置などについては、半月以内ごとに1回、定期に点検を行います。

-7-



1 粉じん濃度等の測定

換気装置等による換気の実施等の効果を確認するため、空気中の粉じん濃度、風

速、換気装置等の風量などについて、半月以内ごとに 1回、定期に測定を行います。

2 空気中の粉じん濃度の測定結果の評価及び測定結果に基づく措置

(1)空気中の粉じん濃度の測定を行ったときは、その都度、速やかに、粉じん濃度

目標レベルと比較することにより当該測定の結果の評価を行います。

その結果、粉じん濃度目標レベルを超える場合には、設備、作業工程又は作業

方法の点検を行い、その結果に基づき作業環境改善のための必要な措置を行うこ

ととします。

(2)粉 じん濃度目標レベルは3昭 /ぷ以下とします。

ただし、掘削断面積が小さいため、3116o/ぷ を達成するのに必要な大きさ (口径)

の風管又は必要な本数の風管の設置、必要な容量の集じん装置の設置等が施工上

極めて困難であるものについては、可能な限り、 3 mg/ボ に近い値を粉じん濃度

目標レベルとして設定し、当該値を記録しておくこととします。

ヽ
/́ff′

■  S
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坑内において、常時、防じんマスク、電動

ファン付き呼吸用保護具等有効な呼吸用保護

具 (動力を用いて掘削する場所における作業、

動力を用いてずりを積み込み若しくは積み卸

す場所における作業又はコンクリート等を吹

き付ける場所における作業にあっては、電動

ファン付き呼吸用保護具に限る。)を使用す

るとともに、保護具着用管理責任者の選任、

呼吸用保護具の適正な選択、使用及び保守管

理の徹底並びに呼吸用保護具の顔面への密着

性の確認を行います。

なお、雷管取扱作業において呼吸用保護具を使用する場合は、漏電等による爆発を

防止するために、電動ファン付 き呼吸用保護具以外の型式検定に合格 した防じんマス

クを使用 します。

「粉じん作業特別教育」、「特定粉じん作業

以タトの粉じん作業に従事する労働者に対する

特別教育に準じた教育」及び「防じんマスク

の適正な使用に関する教育」を実施します。

粉じん対策に係る計画の調整、教育に対する指導及び援助、清掃作業日の統一、関

係請負人に対する技術上の指導などの措置を講じます。

-9-



ん対策に関し、粉 じん障害防止規則 (昭和 54年労働

省令第 18号 )に規定された事項及び粉 じん障害防止

総合対策において推進することとしている事項等につ

いて、その具体的実施事項を一体的に示すことにより、

ずい道等建設工事における粉じん対策のよリー層の充

実を図ることを目的とする。

■|■|||■■■_1■■■■1■■,1■ 1■,I‐■111■■■■■■■■■■■|■■|11111■ ■■■■■・‐‐  ́ ‐‐・T,■

本ガイ ドラインは、ずい道等 (ず い道及びたて坑

以外の坑 (採石法 (昭和 25年法律第 291号 )第 2条

に規定する岩石の採取のためのものを除くc)を いう。

以下同じ。)を建設する工事 (以下「ずい道等建設工事」

という。)で あって、掘削、ず り積み、ロックボル ト

の取付け、コンクリー ト等の吹付け等、その実施に伴

い粉じんが発生する作業を有するずい道等建設工事に

適用する。

ただし、作業の自動化等により、労働者がずい道等

の坑内に入らないずい道等建設工事には、適用しない。

霧 粉 しん対策 |こ係 る計画の策筵

事業者は、ずい道等建設工事を実施しようとすると

きは、事前に、粉 じんの発散を抑制するための粉じん

発生源に係る措置、換気装置等による換気の実施等、

換気の実施等の効果を確認するための粉じん濃度等の

測定、防じんマスク等有効な呼吸用保護具の使用、労

働衛生教育の実施、その他必要な事項を内容とする粉

じん対策に係る計画を策定すること。

璽 粉 しん甕菫源 :こ係 な措置

事業者は、坑内の次の作業において、それぞれの定

めるところにより、粉 じんの発散を防止するための措

置を講じること。ただし、湿潤な土石又は岩石を掘削

する作業、湿潤な土石の積込み又は運搬を行う作業及

び水の中で土石又は岩石の破砕、粉砕等を行う作業に

あたっては、この限りでないこと。

(1)掘肖」作業

イ 発破による掘削作業

(イ )せん孔作業

くり粉を圧力水により孔から排出する湿式型

のさく岩機 (発泡によりくり粉の発散を防止す

るものを含む。)を使用すること又はこれと同

等以上の措置を講じること。

(口 )発破作業

発破後は、安全が確認されたのち、粉 じんが

適当に薄められた後でなければ、発破をした箇

所に労働者を近寄らせないこと。

口 機械による掘削作業 (シ ール ドエ法及び推進工

法による掘削作業を除く。)

次に掲げるいずれかの措置又はこれと同等以

上の措置を講じることこ

(イ )湿式型の機械装置を設置すること。

(口 )土石又は岩石を湿潤な状態に保つための設備

を設置すること。

ハ シール ドエ法及び推進工法による掘削作業

次に掲げるいずれかの措置又はこれと同等以上

の措置を講じること。

(イ )湿式型の機械装置を設置すること。

(口 )密閉型のシール ド掘削機等切羽の部分が密閉

されている機械装置を設置すること。

(ハ )土石又は岩石を湿潤な状態に保つための設備

を設置すること。

1事業者の実施すべき事項
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(2)ずり積み等作業

イ 破砕・粉砕・ふるいわけ作業

次に掲げるいずれかの措置又はこれと同等以上

の措置を講じること。

(イ )密閉する設備を設置すること。

(口 )土石又は岩石を湿潤な状態に保つための設備

を設置すること。

回 ず り積み及びずり運搬作業

土石を湿潤な状態に保つための設備を設置する

こと又はこれと同等以上の措置を講じること。

(3)ロ ックボル トの取付け等のせん孔作業及びコン

クリー ト等の吹付け作業

イ せん孔作業

くり粉を圧力水により孔から排出する湿式型の

さく岩機 (発泡によりくり粉の発散を防止するも

のを含む。)を 使用すること又はこれと同等以上

の措置を講じること。

ロ コンクリー ト等の吹付け作業

次に掲げる措置を講じること。

(イ )湿式型の吹付け機械装置を使用すること又は

これと同等以上の措置を講じること。

(口 )必要に応じ、コンクリー トの原材料に粉 じん

抑制剤等を入れること。

(ハ )吹付けノズルと吹付け面との距離、吹付け角

度、吹付け圧等に関する作業標準を定め、労働

者に当該作業標準に従って作業させること。

(4)その他

イ たい積粉 じんの発散を防止するため、坑内に設

置した機械設備、電気設備等にたい積した粉 じん

を定期的に清掃すること。

回 建設機械等の走行によるたい積粉 じんの発散を

少なくするため、次の事項の実施に努めること。

(イ )走行路に散水すること、走行路を仮舗装する

こと等粉 じんの発散を防止すること。

(口 )走行速度を抑制すること。

(ハ)過積載をしないこと。

ハ 必要に応じ、エアカーテン等、切羽等の粉じん

発生源において発散した粉じんが坑内に拡散しな

いようにするための方法の採用に努めること。

二 坑内で常時使用する建設機械については、排出

ガスの黒煙を浄化する装置を装着した機械を使用

することに努めること。

なお、レディミキス トコンクリー ト車等外部か

ら坑内に入ってくる車両については、排気ガスの

排出を抑制する運転方法に努めること。

3 換気装置導 (換気装置及び集 じん装置篭い

う。以下同 じ。)に よる換愧 等

(1)換気装置による換気の実施

事業者は、坑内の粉 じん濃度を減少させるため、

次に掲げる事項に留意し、換気装置による換気を

行うこと。

イ 換気装置 (風管及び換気ファンをいう。以下同

じ。)は、ずい道等の規模、施工方法、施工条件

等を考慮した上で、坑内の空気を強制的に換気す

るのに最も適した換気方式のものを選定すること。

なお、換気方式の選定に当たっては、発生した

粉じんの効果的な排出・希釈及び坑内全域におけ

る粉 じん濃度の低減に配慮することが必要であり、

送気式換気装置、局所換気ファンを有する排気式

換気装置、送・排気併用式換気装置、送・排気組

合せ式換気装置等の換気装置が望ましいこと。

口 送気口 (換気装置の送気管又は局所換気ファン

によって清浄な空気を坑内に送 り込む回のことを

いう。以下同じ。)及び吸気口 (換気装置の排気

管によって坑内の汚染された空気を吸い込む回の

ことをいう。以下同じ。)は、有効な換気を行 う

のに適正な位置に設けること。

また、ずい道等建設工事の進捗に応じて速やか

に風管を延長すること。

ハ 換気ファンは、風管の長さ、風管の断面積等を

考慮した上で、十分な換気能力を有しているもの

であること。

なお、風量の調整が可能なものが望ましいこと。
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二 送気量及び排気量のバランスが適正であること。    d その他、換気装置の性能を保持するために必

ホ 粉 じんを含む空気が坑内で循環又は滞留しない      要な事項

ことo                       (口 )集 じん装置

へ 坑内に排気された粉 じんを含む空気が再び坑内    a 構造部分の磨耗、腐食、破損その他損傷の有

に逆流しないこと。                    無及びその程度

卜 風管の曲線部は、圧力損失を小さくするため、    b 内部における粉 じんのたい積状態

できるだけ緩やかな曲が りとすること。         c ろ過装置にあっては、ろ材の破損又はろ材取

付け部分等のゆるみの有無

(2)集じん装置による集じんの実施           d 処理能力

事業者は、必要に応じ、次に掲げる事項に留意    e その他、集じん装置の性能を保持するために

し、集じん装置による集じんを行うこと。          必要な事項

イ 集じん装置は、ずい道等の規模等を考慮 した上、   口 換気装置等の点検及び補修等の記録

十分な処理容量を有しているもので、粉 じんを効     事業者は、換気装置等の点検を行ったときは、

率よく捕集し、かつ、吸入性粉 じんを含めた粉 じ    次に掲げる事項を記録し、これを 3年間保存する

んを清浄化する処理能力を有しているものである    こと。

ことo                        (イ )点検年月日

口 集じん装置は、粉 じんの発生源、換気装置の送    (口 )点検方法

気回及び吸気回の位置等を考慮し、発散した粉 じ   (ハ )点検箇所

んを速やかに集じんすることができる位置に設け   (二 )点検の結果

ること。                     (ホ )点検を実施した者の氏名

なお、集じん装置への有効な吸込み気流を作る   (へ )点検の結果に基づいて補修等の措置を講じた

ため、局所換気ファン、隔壁、エアカーテン等を     ときは、その内容

設置することが望ましいこと。

ハ 集じん装置にたい積 した粉 じんを廃棄する場合  4 換気の実施等の効果 を確認するための総 じ

には、粉 じんを発散させないようにすること。     ん濃度等の測定

(1)粉じん濃度等の測定

(3)換気装置等の管理                  事業者は換気の実施等の効果を確認するため、

イ 換気装置の点検及び補修等             半月以内ごとに 1回、定期に次の事項について測

事業者は、換気装置等については、半月以内ご    定を行うこと。

とに 1回、定期に、次に掲げる事項について点検     なお、測定は、別紙「換気の実施等の効果を確

を行い、異常を認めたときは、直ちに補修その他    認するための空気中の粉 じん濃度、風速等の測定

の措置を講じること。                 方法」に従って実施すること。

(イ )換気装置                     また、事業者は、換気装置を初めて使用する場

a 風管及び換気ファンの磨耗、腐食、破損その    合、又は施設、設備、作業工程若しくは作業方法

他損傷の有無及びその程度            について大幅な変更を行った場合にも、測定を行

b 風管及び換気ファンにおける粉 じんのたい積    う必要があること。

状態                     ィ 空気中の粉 じん濃度

c 送気及び排気の能力              口 風速
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ハ 換気装置等の風量

二 気流の方向

(2)空気中の粉じん濃度の測定結果の評価

。事業者は、空気中の粉じん濃度の測定を行った

ときは、その都度、速やかに、次により当該汲1定

の結果の評価を行うこと。

イ 粉 じん濃度目標レベル

粉じん濃度目標レベルは3 11bO/ボ 以下とすること。

ただし、掘削断面積が小さいため、 311g/ゴ を

達成するのに必要な大きさ (口径)の風管又は必

要な本数の風管の設置、必要な容量の集じん装置

の設置等が施工上極めて困難であるものについて

は、可能な限り、 3m.c/ゴ に近い値を粉 じん濃度

目標レベルとして設定し、当該値を記録しておく

こと。

口 評価値の計算

空気中の粉 じん濃度の測定結果の評価値は、各

測定点における測定値を算術平均して求めること。

ハ 測定結果の評価

空気中の粉じん濃度の減1定結果の評価は、評価

値と粉 じん濃度目標レベルとを比較して、評価値

が粉 じん濃度目標レベルを超えるか否かにより行

うこと。

(3)空気中の粉じん濃度の測定結果に基づく措置

事業者は、評価値が粉 じん濃度目標レベルを超

える場合には、設備、作業工程又は作業方法の点

検を行い、その結果に基づき換気装置の風量の増

加、作業工程又は作業方法の改善等作業環境を改

善するための必要な措置を講じること。

また、事業者は、当該措置を講じたときは、そ

の効果を確認するため、(1)の粉 じん濃度等の

測定を行うこと。

(4)粉じん濃度等の測定等の記録

事業者は、粉じん濃度等の測定及び空気中の粉

じん濃度の測定結果の評価を行ったときは、その

都度、次の事項を記録して、これを7年間保存す

ること。

なお、粉 じん濃度等の測定結果については、関

係労働者が閲覧できるようにしておくことが望ま

しいこと。

イ 測定日時

口 測定方法

ハ 沢1定箇所

二 沢1定条件

ホ 測定結果

へ 測定結果の評価

卜 測定及び評価を実施した者の氏名

チ 評価に基づいて改善措置を実施したときは、当

該措置の概要

5 防じんマスク等有効な呼畷用保護具の使燿

事業者は、坑内の作業に労働者を従事させる場合に

は、坑内において、常時、防じんマスク、電動ファン

付き呼吸用保護具等有効な呼吸用保護具 (動力を用い

て掘削する場所における作業、動力を用いてず りを積

み込み若しくは積み卸す場所における作業又はコンク

リー ト等を吹き付ける場所における作業にあっては、

電動ファン付き呼吸用保護具に限る。)を使用させる

とともに、次に掲げる措置を講じること。

なお、作業の内容及び強度を考慮し、呼吸用保護具

の重量、吸排気抵抗等が当該作業に適したものを選択

すること。

(1)保護具着用管理責任者の選任

保護具着用管理責任者を次の者から選任し、呼

吸用保護具の適正な選択、使用、顔面への密着性

の確認等に関する指導、呼吸用保護具の保守管理

及び廃棄を行わせること。

イ 衛生管理者の資格を有する者

口 その他労働衛生に関する知識、経験等を有する者

(2)呼吸用保護具の適正な選択、使用及び保守管理

の徹底

呼吸用保護具の選択、使用及び保守管理に関す
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粉じんによる疾病の防止る方法並びに呼吸用保護具のフィルタの交換の基   口

防じんマスクの選択及び使用方法ハことc準を定める

また、フィルタの交換日等を記録する台帳を整

7 その他の粉 しん対策備すること。

なお、当該台帳については、 3年間保存するこ   事業者は、労働者が、休憩の際、容易に坑外に出る

ことが困難な場合において、次に掲げる措置を講じたとが望ましいこと。

休憩室を設置することが望ましいこと。

粉じんから労働清浄な空気が室内に送気され、イ(3)呼吸用保護具の顔面への密着性の確認

呼吸用保護具を使用する際には、労働者に顔面    者が隔離されていること。

労働者が作業衣等に付着した粉じんを除去する口への密着性について確認させること。

ことのできる用具が備えられていること.

(4)口乎吸用保護具の備え付け等

][[動季][霞量  需予言「「「言ラ予雫              ,
呼吸用保護具については、

                             _.___・ ・・・・■■
者の人数と同数以上を備え、

1 糠じん対策に籐る討国の礼饉と。保持するこ〈

元方事業者は、上記第 3の 1の粉 じん対策に係る計

画の策定について、上記第 3に より事業者の実施すべ鶴 彎礼禰笠数高の実施

事業者は、坑内の作業に労働者を従事させる場合に  き事項に関し、関係請負人と調整を行うこと。

は、次に掲げる労働衛生教育を実施すること.

また、これら労働衛生教育を行ったときは、受講者  2 教育 |こ 難する指導及び軋

元方事業者は、関係請負人が上記第3の 6に より実3年間保存すること。の記録を作成し、

施する労働衛生教育について、当該教育を行う場所の(1)粉じん作業特別教育

当該教育に使用する資料の提供等の措置を講じ坑内の特定粉じん作業 (粉 じん障害防止規則第  提供、

2条第 1項第3号に規定する特定粉じん作業をい  ること。

粉じう。以下同じ。)に従事する労働者に対し、

ん障害防止規則第22条 に基づく特号J教育を行う  3 靱 業国の統一

元方事業者は、関係請負人が上記第 3の 2の (4)こと。

また、特定粉じん作業以外の粉じん作業に従事  のイにより実施する清掃について、清掃日を統一的に

これを当該関係請負人に周知することcする労働者についても、特別教育に準じた教育を  定め、

実施すること

4 関係調負入 :こ 鸞する銭術上の指導等

元方事業者は、関係請負人が講ずべき措置が適切に(2)防じんマスクの適正な使用に関する教育

事業者は坑内の作業に従事する労働者に対し、  実施されるように、技術上の指導その他必要な措置を

講じること。次に掲げる事項について教育を行うこと。

1る 疾病と健康管理イ 粉じんにc
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【別紙】

轟

桑 測定位置

空気中の粉じん濃度及び風速の測定点は、切羽から

坑日に自|か って 50メ ートル程度離れた位置における

断面において、床上50セ ンチメートル以上 150セ ン

チメートル以下の同じ高さで、それぞれの側壁から1

メートル以上離れた点及び中央の点の3点 とすること。

ただし、設備等があって測定が著しく困難な場合ズ

はずい道等の掘削の断面積が小さい場合にあっては、

測定点を3点 とすることを除き、この限りでないこと。

なお、換気装置等の風量の測定における風速の測定

点は、風管等の送気口又は吸気回の中心の位置とする

こと。

2 測定時間驀

粉じん濃度等の測定は、空気中の粉じん濃度が最も

高くなる粉じん作業について、当該作業が行われてい

る時間に行うこと。

3 濃馨サ超圏議間

空気中の粉じん濃度の一の測定点における測定時間

は、10分以上の継続した時間とすること。

ただし、測定対象作業の作業時間が短いことによ

り、一の減1定点について 10分以上測定できない場合

にあっては、この限りでないが、測定時間は同じ長さ

とする必要があること。

4 測定方法

(1)空気中の粉じん濃度の測定

空気中の粉じん濃度の測定は、相対濃度指示方

法によることとし、次に定めるところにより行う

ことこ

イ 測定機器は、光散乱方式によるものとし、作業

環境測定基準 (昭和 51年労働省告示第 46号)第

2条第 3項第 1号の厚生労働省労働基準局長が指

定する者によって 1年以内ごとに 1回 、定期に較

正されたものを使用すること。

口 光散乱方式による減1定機器による質量濃度変換

係数は、当該測定機器の種類に応 じ、次の表にそ

れぞれ掲げる数値とすること.

なお、次の表に掲げる測定機器以外の機器につ

いては、併行測定の実施あるいは過去に得られた

データの活用等により当該粉 じんに対する質量濃

度変換係数をあらかじめ定め、その数値を使用す

ること。

ハ 粉じん濃度は次式により計算すること。

鵠毎f度 =質淵歩属1鵠
数×本

]猟i「

(2)風速の測定

風速の測定は、熱線風速計を用いて行うこと。

(3)換気装置等の風量の測定

換気装置等の風量は、次式により計算すること。

換気装置等の風量 (ボ /min)

=風速(m/sec)× 08× 60× 送気日又は吸気日の断面積(lli)

(4)気流の方向の測定

スモークテスター等により気流の方向の確認を

行うこと。

測 定 機 器
質量濃度変換係数

(電 /ゴ /cpm)

3451 06

P-5L、  P-5L2、  P-5L3 004

LD lL、 3411 002

P5H、 P5H2、 P-5H3 0004

3423 0003

LD lH、 LD-lH2、 LD 3K、
LD-3K2

0002

-15-




